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例

○
山
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部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一

　
　
　
　

規　
　
　

則

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

　
　
　
　

訓　
　
　

令

○
山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

○
山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

二

　
　
　
　
　
　

条
例
の
あ
ら
ま
し

○　

山
梨
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
二
号
）
（
行
政
経
営
管
理
課
）

1
	　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
連
す
る
施
策
及
び
二
拠
点
居
住
の
推
進
等
人
口
減
少
対
策
に
関

連
す
る
施
策
を
一
元
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
も
っ
て
超
感
染
症
社
会
へ
の
移
行
に
戦
略
的
か

つ
迅
速
に
取
り
組
む
た
め
、
リ
ニ
ア
交
通
局
の
分
掌
事
務
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

2　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　

条　
　
　

例

　

山
梨
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
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年
七
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号

　
　
　

山
梨
県
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
部
等
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

㈢　

地
域
創
生
及
び
人
口
減
少
対
策
に
関
す
る
事
項
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則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号

　

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
九
条
中
「
リ
ニ
ア
推
進
課
」
を
「
リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
課
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
県
民
生
活
部
の
部
地
域
創
生
・
人
口
対
策
課
の
項
を
削
り
、
同
部
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー

ン
推
進
課

や
ま
な
し
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
構
想
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
リ
ニ
ア
交
通
局
の
部
リ
ニ
ア
推
進
課
の
項
中
「
リ
ニ
ア
推
進
課
」
を
「
リ
ニ
ア

未
来
創
造
・
推
進
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
リ
ニ
ア
交
通
局
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
創
生
・
人
口

対
策
課

一　

地
域
創
生
及
び
人
口
対
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

地
域
政
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

県
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
関
す
る
こ
と
。

四　

二
拠
点
居
住
及
び
移
住
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る
こ
と
。

六　

地
域
再
生
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

七	　

水
資
源
の
調
査
、
水
需
給
計
画
及
び
水
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

八　

国
土
利
用
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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二

九　

土
地
利
用
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十　

土
地
の
利
用
に
係
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

国
土
形
成
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

首
都
圏
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

土
地
に
係
る
権
利
の
移
転
等
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

遊
休
土
地
に
係
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

地
価
公
示
及
び
地
価
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

不
動
産
鑑
定
業
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

国
土
調
査
（
地
籍
調
査
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十	

八　

国
土
利
用
計
画
審
議
会
、
土
地
利
用
審
査
会
及
び
地
価
調
査
委
員

会
に
関
す
る
こ
と
。

十
九　

土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
機
関

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
相
当
の
機
関
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

3
	　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
別
に
発
令

さ
れ
な
い
者
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

リ
ニ
ア
交
通
局
リ
ニ
ア
推
進
課

リ
ニ
ア
交
通
局
リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進
課

県
民
生
活
部
地
域
創
生
・
人
口
対
策
課

リ
ニ
ア
交
通
局
地
域
創
生
・
人
口
対
策
課
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出　
　

先　
　

機　
　

関

　

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
リ
ニ
ア
交
通
局
リ
ニ
ア
推
進
課
」
を
「
リ
ニ
ア
交
通
局
リ
ニ
ア
未
来
創

造
・
推
進
課
」
に
改
め
る
。
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則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
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九
号
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庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出　
　

先　
　

機　
　

関

　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「地
域
創
生
・
人
口
対
策
課

　
　

地
創

　
　
　

「私
学
・
科
学
振
興
課

　

別
表
第
一
の
1
の
表
中　

私
学
・
科
学
振
興
課

　
　
　
　

私
科

　
　

を　

グ
リ　

ン
・
ゾ　
ン
推
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

リ
ニ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　

リ
推

　

」　
　

リ
ニ
ア
未
来
創
造
・
推
進

　
　

私
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「交
通
政
策
課

　
　
　
　
　
　

交
政

課

　

グ
リ
推

　

に
、
「交

通
政
策
課

　
　
　
　
　
　

交
政

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
創
生
・
人
口
対
策
課

　

地
創

」

課

　

リ
創

　

」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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